
（増刊 46）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）
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よ
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指
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…
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建
設
局
道
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管
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監
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課
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一四

○
都
道
の
区
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変
更
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
一四

告

示
（
消
）

○
東
京
消
防
庁
の
分
室
等
の
名
称
及
び
位
置
の
一
部
改
正
…
…
…
一六

○
昭
和
四
十
六
年
東
京
消
防
庁
告
示
第
四
号
（
東
京
消
防
庁

公
印
規
程
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一六

○
東
京
消
防
庁
消
防
信
号
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
一六

○
火
災
予
防
施
行
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一七

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

日
比
谷
豊
洲
埠
頭
東
雲
町

二

変
更
の
区
間

中
央
区
晴
海
五
丁
目
百
一
番
一
地
先
か
ら
同
所

二
十
七
番
四
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

四

変
更
の
期
日

令
和
八
年
四
月
一
日



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 46） ２



（増刊 46）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）３
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

日
比
谷
豊
洲
埠
頭
東
雲
町

二

供
用
開
始
の
区
間

中
央
区
晴
海
五
丁
目
百
一
番
一
地
先
か
ら

同
所
二
十
七
番
四
地
先
ま
で

三

供
用
開
始
の
期
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

日
比
谷
豊
洲
埠
頭
東
雲
町

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

中
央
区
晴
海
五
丁
目
百
一
番
一
地
先
か
ら
同
所
二
十
七
番
四
地

先
ま
で

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

練
馬
所
沢

二

変
更
の
区
間

練
馬
区
西
大
泉
五
丁
目
千
百
十
二
番
一
地
先
か

ら
同
所
千
七
十
六
番
二
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

四

変
更
の
期
日

令
和
八
年
四
月
一
日



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 46） ４



（増刊 46）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）５
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

練
馬
所
沢

二

供
用
開
始
の
区
間

練
馬
区
西
大
泉
五
丁
目
千
百
十
二
番
一
地

先
か
ら
同
所
千
七
十
六
番
二
地
先
ま
で

三

供
用
開
始
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

四

供
用
開
始
の
期
日

令
和
八
年
四
月
一
日



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 46） ６
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

練
馬
所
沢

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

練
馬
区
西
大
泉
五
丁
目
千
百
十
二
番
一
地
先
か
ら
同
所
千
七
十

六
番
二
地
先
ま
で

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

練
馬
所
沢

二

変
更
の
区
間

練
馬
区
西
大
泉
五
丁
目
千
百
十
二
番
七
地
先
か

ら
同
所
同
番
二
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

四

変
更
の
期
日

令
和
八
年
四
月
一
日
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令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 46） ８
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

王
子
千
住
夢
の
島

二

変
更
の
区
間

墨
田
区
八
広
一
丁
目
八
十
三
番
一
地
先
か
ら
同

区
八
広
二
丁
目
二
十
三
番
一
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（増刊 46）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）９
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

王
子
金
町
市
川

二

変
更
の
区
間

江
戸
川
区
江
戸
川
一
丁
目
九
番
九
十
四
地
先
か

ら
同
所
同
番
百
八
十
六
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 46） １０
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
決
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

王
子
金
町
市
川

二

決
定
の
区
間

江
戸
川
区
江
戸
川
一
丁
目
六
番
三
地
先
か
ら
同

区
東
篠
崎
二
丁
目
二
千
三
百
十
九
番
二
十
八
地

先
ま
で

三

決
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（増刊 46）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）１１
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

所
沢
青
梅

二

変
更
の
区
間

青
梅
市
新
町
六
丁
目
十
六
番
二
地
先
か
ら
同
所

八
番
一
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 46） １２
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

所
沢
青
梅

二

供
用
開
始
の
区
間

青
梅
市
新
町
六
丁
目
十
六
番
二
地
先
か
ら

同
所
八
番
一
地
先
ま
で

三

供
用
開
始
の
期
日

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

所
沢
青
梅

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

青
梅
市
新
町
六
丁
目
十
六
番
二
地
先
か
ら
同
所
八
番
一
地
先
ま

で
三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

青
梅
飯
能

二

変
更
の
区
間

青
梅
市
仲
町
三
百
二
番
一
地
先
か
ら
同
市
本
町

千
一
番
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 46） １４
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

青
梅
飯
能

二

供
用
開
始
の
区
間

青
梅
市
仲
町
三
百
二
番
一
地
先
か
ら
同
市

本
町
千
一
番
地
先
ま
で

三

供
用
開
始
の
期
日

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

青
梅
飯
能

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

青
梅
市
仲
町
三
百
二
番
一
地
先
か
ら
同
市
本
町
千
一
番
地
先
ま

で
三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

伊
奈
福
生

二

変
更
の
区
間

福
生
市
東
町
一
番
七
地
先
か
ら
同
市
大
字
福
生

八
百
六
十
三
番
一
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

四

変
更
の
期
日

令
和
八
年
四
月
一
日
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令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 46） １６

告

示
（
消
）

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
２
号

東
京
消
防
庁
の
分
室
等
の
名
称
及
び
位
置
（
平
成
３０年

３
月
東
京

消
防
庁
告
示
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
８
年
３
月
３１日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

市
川

博
三

第
４１項

を
第
４２項

と
し
、
第
２５項

か
ら
第
４０項

ま
で
を
１
項
ず
つ

繰
り
下
げ
、
第
２４項

中
「
２９番

」
を
「
２９番

地
」
に
改
め
、
同
項
を

第
２５項

と
し
、
第
２３項

を
第
２４項

と
し
、
第
２２項

を
第
２３項

と
し
、

第
２１項

中
「
２９番

」
を
「
２９番

地
」
に
改
め
、
同
項
を
第
２２項

と
し
、

第
１０項

か
ら
第
２０項

ま
で
を
１
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
９
項
の
次
に

次
の
１
項
を
加
え
る
。

１０
東
京
消
防
庁
消
防
技
術
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

渋
谷
区
幡
ケ
谷
一
丁
目
１３番

１２号

附
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
３
号

東
京
消
防
庁
公
印
規
程
（
昭
和
４６年

４
月
東
京
消
防
庁
告
示
第
４

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
８
年
３
月
３１日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

市
川

博
三

別
記
第
１
中
「
室
、
」
を
「
室
、
消
防
技
術
研
究
開
発
セ
ン
タ

ー
、
」
に
、
「
室
長
」
を
「
室
長
、
消
防
技
術
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

長
」
に
改
め
る
。

別
記
第
２
中

「
１２

１３

東
京
消
防
庁
何
部

（
学
校
）

何
課
（
室
、
装
備
工

場
、
航
空
隊
）

東
京
消
防
庁
何
部

（
学
校
）

何
課
（
室
、
装
備
工

場
、
航
空
隊
）
長

（
担
当
課
長
）
」

を

「
１２

１３

東
京
消
防
庁
何
部

（
学
校
）

何
課
（
室
、
消
防
技

術
研
究
開
発
セ
ン
タ

ー
、
装
備
工
場
、
航

空
隊
）

東
京
消
防
庁
何
部

（
学
校
）

何
課
（
室
、
消
防
技

術
研
究
開
発
セ
ン
タ

ー
、
装
備
工
場
、
航

空
隊
）
長

（
担
当
課
長
）
」

に
改
め
る
。

附
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
四
号

東
京
消
防
庁
消
防
信
号
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
一
月

東
京
消
防
庁
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日東

京
消
防
庁

消
防
総
監

市

川

博

三

第
一
条
中
「
基
づ
く
」
を
「
よ
る
」
に
改
め
、
「
「
火
災
警
報
」

と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
（
火
災
予
防
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
東
京

都
条
例
第
六
十
五
号
）
第
二
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
林
野
火
災
の

予
防
を
目
的
と
し
た
火
災
に
関
す
る
警
報
（
以
下
「
林
野
火
災
警

報
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
及
び
火
災
予
防
条
例
第
二
十
九
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
林
野
火
災
に
関
す
る
注
意
報
（
以
下
「
林

野
火
災
注
意
報
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
四
条
中
「
、
次
の
」
の
下
に
「
い
ず
れ
か
の
」
を
加
え
、
「
行

な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
及
び
」
を
「
又

は
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
火
災
警
報
」
の
下
に
「
（
林
野
火
災
警
報
を

除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
気
象
状
況
が
次
の

い
ず
れ
か
の
基
準
に
該
当
し
」
を
「
消
防
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に

基
づ
く
気
象
状
況
の
通
報
が
行
わ
れ
、
か
つ
」
に
、
「
復
し
た
と

き
」
を
「
復
し
た
場
合
に
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。

第
五
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
、
原
野
等
に
お
け
る
火
災
の
予
防

を
目
的
と
す
る
火
災
警
報
」
を
「
林
野
火
災
警
報
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
の
火
災
警
報
」
を
「
林
野
火
災
警
報
」
に
、
「
同

項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
定
め
る
」
を
「
た
て
る
」
に
、
「
及
び
」

を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
火
災
警
報
」
を

「
林
野
火
災
警
報
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
五
条
の
三

林
野
火
災
注
意
報
は
、
前
条
第
二
項
に
定
め
る
区
域

が
属
す
る
市
町
村
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
前
三
日
間

の
合
計
降
水
量
が
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
気
象

状
況
が
次
の
い
ず
れ
か
の
基
準
に
該
当
し
た
と
き
に
当
該
区
域
を

対
象
と
し
て
発
令
し
、
平
常
の
気
象
に
復
し
た
場
合
に
解
除
す
る
。

一

前
三
十
日
間
の
合
計
降
水
量
が
三
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で

あ
る
と
き
。

二

乾
燥
注
意
報
が
発
表
さ
れ
た
と
き
。

２

林
野
火
災
注
意
報
を
発
令
す
る
期
間
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
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を
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
５
号

火
災
予
防
施
行
規
程
（
昭
和
３７年

７
月
東
京
消
防
庁
告
示
第
１７

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
８
年
３
月
３１日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

市
川

博
三

第
９
条
第
６
項
後
段
を
削
る
。

第
９
条
の
２
第
２
号
ロ
中
「
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
防
火
管
理
技

能
講
習
修
了
証
と
引
き
換
え
に
」
を
削
る
。

第
１３条

第
３
号
ロ
中
「
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
第
一
種
防
火
安
全

技
術
講
習
修
了
証
又
は
第
二
種
防
火
安
全
技
術
講
習
修
了
証
と
引
き

換
え
に
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
９
号
（
裏
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 46） １８
別
記
様
式
第
９
号
の
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
１１号

（
裏
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（増刊 46）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）１９

別
記
様
式
第
１２号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 46） ２０
附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
告
示
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
告
示
に

よ
る
改
正
前
の
火
災
予
防
施
行
規
程
別
記
様
式
第
９
号
に
よ
る
防

災
セ
ン
タ
ー
要
員
講
習
修
了
証
、
別
記
様
式
第
９
号
の
２
に
よ
る

防
火
管
理
技
能
講
習
修
了
証
並
び
に
別
記
様
式
第
１１号

及
び
様
式

第
１２号

に
よ
る
防
火
安
全
技
術
講
習
修
了
証
は
、
こ
の
告
示
に
よ

る
改
正
後
の
火
災
予
防
施
行
規
程
別
記
様
式
第
９
号
に
よ
る
防
災

セ
ン
タ
ー
要
員
講
習
修
了
証
、
別
記
様
式
第
９
号
の
２
に
よ
る
防

火
管
理
技
能
講
習
修
了
証
並
び
に
別
記
様
式
第
１１号

及
び
別
記
様

式
第
１２号

に
よ
る
防
火
安
全
技
術
講
習
修
了
証
と
み
な
す
。
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